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令和７年３月 

【宗像市】 

１人１台端末の利活用に係る計画 

 

宗像市教育委員会 

 

１ １人１台端末をはじめとする ICＴ環境によって実現を目指す学びの姿 

 

令和３年１月の中央教育審議会の答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」では、

社会の在り方が劇的に変わる「Society５.０時代」や、新型コロナウイルスの感染拡大などの

先行き不透明な「予測困難時代」の到来を受け、子どもたちに育むべき資質・能力として、「目

の前の事象から解決すべき課題を見いだし、主体的に考え、多様な立場の者が協働的に議論

し、納得解を生み出すことなど、正に新学習指導要領で育成を目指す資質・能力が一層強く求

められている」としています。そして、これらの資質・能力を育むために、これからの学校教育を

支える基盤的ツールとしてのＩＣＴの活用が必要不可欠であると示されています。 

新学習指導要領においては、「生きて働く知識・技能の習得」、「未知の状況にも対応できる

思考力・判断力・表現力等の育成」、「学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力・人

間性等の涵養」を目指しています。 

また、情報モラルを含む情報活用能力が、言語能力や問題発見・解決能力と並ぶ、「学習の基

盤となる資質・能力」と位置付けられています。 

 本市でも、「宗像市教育大綱（令和７年２月）」の９つの施策の１つとして「安全・安心で質の高

い教育環境づくり」を掲げ、「ＩＣＴ環境の整備による教育ＤＸの推進」に取り組むこととしてお

り、「児童生徒の情報活用能力の育成」を目指しています。 

 

 

２ ＧＩＧＡ第１期の総括（「宗像市学校教育ＩＣＴ活用推進方針」より） 

２-1 ＧＩＧＡスクール構想に伴う本市の学校ＩＣＴ環境の整備状況 

 導入年度 対象 内容 

タブレ ッ ト端末

（Chromebook） 

令和２年度購入 

令和３年度より活用 
全児童生徒 児童生徒１人１台端末の貸与 

校内高速 LAN 
令和２年度整備 

令和３年度より活用 
全校 大容量高速回線の敷設 

授業支援ソフト 

（ロイロノート） 
令和３年度より活用 全児童生徒 

授業内での児童生徒－教員

間の情報共有ツール 
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学習支援ソフト 

（AIドリル） 
令和３年度より活用 全児童生徒 

AI を活用して、児童生徒の

理解度に合わせて問題を出

題するデジタル教材 

大型提示装置 令和４年度整備 
全普通教室

特別教室 

大型モニタ又は天吊りプロ

ジェクタ 

デジタル教科書 令和４年度より活用 
５～９年の

全児童生徒 
（R６）英語、算数・数学 

 

 

２-２ 本市の現状と課題 

（１）学校間・教員間でのＩＣＴ活用水準の差異 

表４は、福岡県が実施した「令和４年度教育の情報化の推進状況調査（令和５年３月）」1の県

全体の調査結果ですが、学校間でＩＣＴの活用水準に大きな差異があることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1「令和４年度教育の情報化の推進状況調査（令和５年３月）」の概要 

基準日：令和５年３月１日 

調査方法：日本教育工学協会（JAET）が作成した２０項目の「学校情報化チェックリスト」の各項目について、そ

れぞれの学校がその推進状況について、「レベル０：取り組みが不充分な状態」「レベル１：部分的に取り組まれ

ている状態」「レベル２：学校として充分な取り組みが行われている状態」「レベル３：先進的・発展的な取り組み

が行われている状態」のいずれかを選択して回答したもの。 

【表４】教育の情報化の推進状況調査（福岡県の小・中・義務教育学校全体） 

 

１ 

１ 
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表５から分かるように、本市においても福岡県全体と同様の傾向が確認されました。また、

学校内においてもＩＣＴに対する得手不得手等により、教員間の活用水準にも差異が生じてい

ることが推察されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての児童生徒が教育におけるＩＣＴ化の恩恵を受けるとともに、教育の機会均等化を確保

することは非常に重要なことです。本市においても、今後、さらなるＩＣＴ機器の導入や、ＩＣＴの

一層の活用が進んでいくことは想像に難くありませんが、学校間や教員間でこの差異がさらに

拡大していくことが懸念されます。 

 

 

（２）ＩＣＴ活用の資質・能力の育成 

国の「学校教育情報化推進計画」では、ICT を活用した児童生徒の資質・能力の育成につい

て、次のように言及しています。 

 

「ＩＣＴを積極的に活用し、全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学

びを一体的に充実し、『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けた授業改善につなげていくこ

とが求められる。多様で大量の情報が取り扱えるのみならず、時間・空間の制約を超えること

ができるなどのＩＣＴの特性・強みを生かし、端末を日常的に活用することで、児童生徒自身が、

ＩＣＴを新たな学びのツールとして自由な発想で適切に活用できるようにすることが必要であ

 
教育の情報化調査集計（全宗像市立学校） 

２ 

【表５】教育の情報化の推進状況調査（宗像市の小・中・義務教育学校全体） 

 

２ 
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る。また、そのためには、児童生徒が自ら進んで学習する、自律的な学習者となることが求めら

れる。」2 

本市ではこれまでも、ＩＣＴを活用すること自体が「目的」となるのではなく、ＩＣＴを「手段」と

して学びを深めていくことが重要であるという認識のもと、様々な実践を行ってきました。 

 しかし、まずはＩＣＴを活用する場面を多く生み出すことを優先した導入期においては、図１3

で示されるように、教員による様々な試行錯誤や挑戦的な実践の中で、どうしても目的と手段

が入れ替わってしまうという状況もありました。 

 今後、活用期、そして発展期を迎えるに当たっては、これまでの様々な知見を生かし、児童生

徒が主体となり、「自ら進んで学習する、自律的な学習者」となるような実践がますます重要と

なってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）児童生徒が安心・安全にＩＣＴ活用できる条件の整備 

学校の内外を問わず、既に児童生徒にとってＩＣＴ機器やインターネットは身近な存在であり、

インターネットやＳＮＳなどのトラブルに遭うリスクとは隣り合わせの状況です。 

本市においても１人１台端末が導入されて以降、導入当初には想定もできなかったインター

ネット上での様々なトラブルが発生し、その度に学校、家庭、市教委が連携し、解決に当たって

きました。しかし、情報技術の進展とともに多種多様なトラブルが新たに生み出されるため、対

応は常に後手にならざるを得ません。起こったトラブルを都度対応することも大切ですが、そ

れ以上に、児童生徒がトラブルを回避するための適切な情報モラル・セキュリティを身に付け

ることが必要です。 

 また、児童生徒が情報モラル・セキュリティを身に付けるためには、それを教育する教員の情

                                                      
2 文部科学省「学校情報化推進計画」P.７ 
3 福岡県教育員会「福岡県学校教育 ICT活用推進方針」P.４ 

【図１】導入期から活用期、そして発展期に向けたＩＣＴ活用について 
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報モラル・セキュリティの意識向上も求められます。 

 加えて、国の「学校教育情報化推進計画」で言及されているように、すべての児童生徒を取り

残さないために、ＩＣＴの特性を最大限活用することも重要な視点となってきます。4 

 

 

３ １人１台端末の利活用方策（「宗像市学校教育ＩＣＴ活用推進方針」より） 

 （１）学校間・教員間でのＩＣＴ活用水準の差異への対応 

導入期において、本市では市全体のＩＣＴ施策を考える「ＧＩＧＡスクール推進プロジェクトチ

ーム会議」を起ち上げるとともに、各校に「ＧＩＧＡスクール推進担当者」を定め、その担当者が

主務者となり各校のＩＣＴ活用を推進する体制を構築してきました。 

 また、主に夏季休業期間等を活用した教員向けの集合研修により、本市全体のＩＣＴ活用水準

の引き上げを図ってきました。加えて、令和５年度からは、一部の教材において教員の活用度

や理解度に応じたレベル別研修を試験的に導入し、全体水準の底上げに一定の成果を確認す

ることができました。 

 

 今後は、次の施策により、学校間や教員間での活用水準のさらなる向上を図ります。 

 

○ レベル別研修のさらなる充実により、一層の底上げを図ります。 

○ 学校のＩＣＴ活用履歴を蓄積し、活用度が定量的に見える仕組みを構築するとともに、活

用度に応じて、ＩＣＴ指導員やＩＣＴ支援員による積極的な支援を実施します。 

○ それぞれの学校や教員がこれまでに蓄積してきた知見やノウハウを、学校間や教員間で

共有できる仕組みを構築します。 

 

施策 令和６年度 令和７年度～ 

レベル別研修の充実と実施方法の工

夫 
検討・実施 検討・実施 

ＩＣＴ活用度の“見える化”と、活用度

に応じた集中支援 

履歴の蓄積と 

学校別支援計画の策定 

履歴の継続蓄積と 

学校別支援の実施 

学校間・教員間での情報共有の仕組

みの構築 
仕組みの構築 仕組みの運用 

 

 

                                                      
4 「不登校、病気療養、障害、日本語指導を要すること、あるいは特定分野に特異な才能を有することなどによ

り特別な支援が必要な児童生徒に対するきめ細かな支援、さらには個々の才能を伸ばすための高度な学びの

機会の提供、中山間地域や離島等の児童生徒への多様な学びの機会の提供等に、ICTの持つ特性を最大限活

用することが重要である。」（文部科学省「学校情報化推進計画」P.７） 
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（２）ＩＣＴ活用の資質・能力の着実な育成への寄与 

本市では、情報活用能力の育成を目指した意図的な教育活動や、情報活用能力と関連付け

た各教科等の学習を十分に展開することを目的に、文部科学省の「教育の情報化に関する手

引（令和元年１２月）」を基にした「宗像市情報活用能力系統表」を令和４年度に作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表６】宗像市情報活用能力系統表（知識及び技能） 

 

３ 
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【表８】宗像市情報活用能力系統表（学びに向かう力、人間性等） 

 

５ 

【表７】宗像市情報活用能力系統表（思考力、判断力、表現力等） 

 

４ 
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今後は、次の施策により、IＣＴ活用の資質・能力の着実な育成に寄与します。 

 

○ 情報技術の進展に合わせ、「宗像市情報活用能力系統表」を定期的に見直します。 

○ 「宗像市情報活用能力系統表」に基づく実践事例をさらに蓄積するとともに、学校現場で

の活用を推進します。 

○ 児童生徒がタブレット端末をさらに活用していくための施策を実施します。 

 

施策 令和６年度 令和７年度～ 

「宗像市情報活用能力系統表」の定

期的な見直し 
適宜実施 適宜実施 

実践事例の蓄積 適宜実施 適宜実施 

実践事例が学校現場で活用しやすく

なるための仕組みの構築 
仕組みの構築 仕組みの運用 

タブレット端末の持ち帰りの推進 推進 推進 

 

（３）安心・安全にＩＣＴ活用できる条件の整備 

本市では次の２つの観点から、安心・安全にＩＣＴ活用できる条件の整備を図ります。 

 

【観点①】情報モラル・セキュリティ教育の充実 

・令和４年度には、「宗像市情報活用能力系統表」の中で特に情報モラル・セキュリティに関連し

た項目と、各教科の情報モラル・セキュリティに関連が深い単元とを結びつけた「情報モラル・

セキュリティ教育に関わる実践指導案集」を作成し、学校現場での活用を促進してきました。今

後も引き続き、各校の良質な実践指導案を収集するとともに、好事例を学校現場が即時活用

できる仕組みを構築します。 

 

・これまでもＩＣＴ支援員による教職員の情報モラル・セキュリティ研修を各校で実施してきまし

たが、今後も情報技術の進展に合わせて研修内容をアップデートし、適宜実施していくことに

より、教職員の情報モラル・セキュリティの意識向上につなげます。 

 

【観点②】ＩＣＴのもつ特性を最大限に活用した、配慮が必要な児童生徒への対応の検討 

 病気療養や不登校などにより相当の期間学校を欠席する児童生徒や、日本語指導が必要な

児童生徒、障がいのある児童生徒など、すべての児童生徒が安心・安全に学習できる状況を作

るために、ＩＣＴのもつ特性を最大限に活用した学習環境の整備について検討を行います。 
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施策 令和６年度 令和７年度～ 

（観点①） 

良質な実践指導案の継続的な収集 
実施 実施 

（観点①） 

好事例を学校現場が即時活用でき

る仕組みの構築 

仕組みの構築 仕組みの運用 

（観点①） 

情報セキュリティに係るヒヤリハット

事例の共有 

共有 共有 

（観点①） 

教職員向け情報モラル・セキュリティ

研修の実施 

実施 実施 

（観点②） 

配慮が必要な児童生徒への対応の

検討 

検討 検討 

 

 なお、これらの取組みを実施するためには、１人１台端末が必要不可欠です。そのため端末

の整備及び更新により、１人１台端末環境を引き続き維持していきます。 
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４ 本計画に係る指標（ＫＰＩ） 

 

項目 評価の指標（ＫＰＩ） 
目標値 

（目標年度） 

１人１台 

端末の 

積極的活用 

毎年度ＩＣＴ研修を受講する教員の率 100%（R６） 

ＩＣＴ支援員の配置（ＩＣＴ運営支援センター含む） 現状維持 

１人１台端末を週３回以上活用する学校の率 100%（R６） 

デジタル教科書を実践的に活用している学校の率 100%（R10） 

個別最適・

協働的な学

びの充実 

児童生徒が自分で調べる場面において１人１台端

末を週３回以上使用させている学校の率 

小：100%（R8） 

中：100%（R8） 

児童生徒が自分の考えをまとめ発表・表現する場

面において１人１台端末を週３回以上使用させてい

る学校の率 

小：８0%（R８） 

中：８0%（R８） 

教職員と児童生徒がやり取りする場面において１

人１台端末を週３回以上使用させている学校の率 

小：８0%（R８） 

中：８0%（R８） 

児童生徒がやり取りする場面において１人１台端末

を週３回以上使用させている学校の率 

小：８0%（R８） 

中：８0%（R８） 

児童生徒が自分の特性や理解度・進度に合わせて

課題に取り組む場面において１人１台端末を週３回

以上使用させている学校の率 

小：８0%（R８） 

中：８0%（R８） 

学びの保証 

希望する不登校児童生徒へ端末を活用した授業へ

の参加・視聴の機会を提供している学校の率 
100%（R８） 

希望する児童生徒への１人１台端末を活用した教

育相談を実施している学校の率 
100%（R８） 

外国人児童生徒に対する学習活動等の支援に１人

１台端末を活用している学校の率 
100%（R８） 

障がいのある児童生徒や病気療養児等、特別な支

援を要する児童生徒の実態等に応じて端末を活用

した支援を実施している学校の率 

100%（R８） 

 


